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平成28年1月15日(金)午前1時55分頃、長野県軽井沢町の国道18号線碓氷バイパス入山峠付近において、貸切バ
ス（乗員乗客41名）が反対車線を越えて、道路右側に転落、乗員乗客15名（乗客13名・乗員２名）が死亡、乗客26
名が重軽傷（骨折等の重傷17名・軽傷９名）を負う重大な事故が発生。

バスは、スキー客を乗せ、東京を出発し、長野県の斑尾高原に向かっていた。

事故概要

軽井沢スキーバス事故を受けた国土交通省の対応

事故発生直後の国土交通省の対応

事故直後、国土交通大臣を本部長とする対策本部を設置（これまで17回開催）

被害者相談窓口（本省・地方運輸局）において、被害者の方々からの相談・

要望に対応

貸切バス事業者「(株)イーエスピー」に特別監査を実施（１/15, 16, 17, 29）

事業用自動車事故調査委員会へ調査を要請（１/15）

石井大臣（1/16）、山本副大臣（１/15）が現地を視察

全国の貸切バス事業者に対し、街頭監査・集中監査を開始（１/19以降）

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会開催（１/29から６/３まで10回開催）

貸切バス事業者「(株)イーエスピー」に事業許可取消処分を実施（２／19）

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」とりまとめ（６／３）

改正道路運送法公布（12/16）、施行（12/20）（＊許可更新制H29/4/1施行）

＜特別監査で判明した主な違反＞

始業点呼の未実施

運行指示書の記載不備

運転者の健康診断の未受診

運賃の下限割れ 等

●事故車両の損傷状況

※運輸支局職員撮影

●事故直前の運行経路

軽井沢駅

※現場付近

＜バス事業者概要＞

● 事業者名：(株)イーエスピー
（東京都羽村市富士見平）

● 許可年月日：平成26年4月18日

● 保有車両数：12台

● 事故車両：三菱製大型バス
初度登録年度：平成14年10月 1



軽井沢スキーバス事故対策検討委員会
安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策 進捗概要（平成28年12月20日）

平成28年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、再発防止策について同年６月に総合的な対策をとりまとめたところ。

・ ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進

・ 車体へのＡＳＶ搭載状況表示

・ 車体構造の強化

・ デジタル式運行記録計等の導入支援

・ 下限割れ運賃を防止するための通報窓口の設置

・ 旅行業界・貸切バス業界の共同で、手数料等に関する第三者委員会の設置

・ 安全情報の国への報告義務付け

・ 適正化機関の活用による監査の重点化

・ 法令違反の是正指示後３０日以内の是正状況確認監査の実施

・ 複数回にわたり法令違反を是正しない事業者の事業停止・事業許可取消

・ 輸送の安全に関わる処分量定の引上げ

・ 使用停止車両割合の引上げ

・ 悪質性や事故の重大性等を勘案した事業許可取消等（一発取消し）の導入

・ 運行管理者に対する行政処分基準の強化

・ 事業許可の更新制の導入

・ 輸送の安全確保命令に違反した者に対する罰則の強化

・ 事業許可・運行管理者資格・整備管理者資格の欠格事由の拡充

・ 初任運転者等に対する指導監督内容の拡充

・ ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等

・ 運行管理者の資格要件の強化

・ 運行管理者の必要選任数引上げ

・ 夜間・長距離運行時の乗務途中点呼義務付け

・ 補助席へのシートベルトの装着義務化

（１）貸切バス事業者、運行管理者等
の遵守事項の強化

（２）法令違反の早期是正、
不適格者の排除等

（３）監査等の実効性の向上

（４）旅行業者、利用者等との

関係強化

（５）ハード面の安全対策による
事故防止の促進

総合的な対策 主な実施項目

２２／２７項目
実施済み

２０／２１項目
実施済み

５／１０ 項目
実施済み

１８／２０項目
実施済み

１３／１５項目
実施済み

未実施のランドオペレーターへの規制、事業参入・許可更新時の「安全投資計画」作成義務付け等についても逐次実施に移していく。

全体 ： ７１／８５項目 実施済み
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（１）－１ 貸切バス事業者、運行管理者の遵守事項の強化

○ 初任運転者等に対する指導監督の内容拡充

・ 初任運転者（直近１年間に乗務経験のない車種区分（※）の貸切バスを運転する者を含む。）に対する最低２０時間の実技訓練を義務付け、
技量を確保。 ※ 大型車を運転していた者が中型車を運転する場合など、それまで運転していた車種よりも小型の車種を運転する場合を除く。

・ ドライブレコーダーで記録された映像等を活用した指導・監督を義務付けることで、運転者の技量の低下を防止しつつ、事故・ヒヤリハット事例の
共有等により運転者の技量を更に向上。

・ 事故惹起運転者に対しても最低２０時間の実技訓練を義務付け、技量が低下した状態で運転を継続することを防止。

・ その他、ASV装置を備える事業用自動車の適切な運転方法等について、指導内容として明示し、指導を徹底。

○ 新たに雇い入れた全ての運転者に対する適性診断の受診、特別な指導監督の実施を義務付け

初任運転者等に対する指導監督内容の拡充 Ｈ２８．１２～

Ｈ３６．１１

新車にドライブレコーダー
の装着を義務づけ

既販車にドライブレコーダー
の装着を義務づけ

• ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督を義務づけ
• 初任運転者等に対する実技訓練以外の指導及び監督の実施時間の延長

ドライブレコーダー関連以外
の指導・監督を義務づけ

ドライブレコーダーが装着されていない自動車の運転者につき、ドライブレコーダーの記録を利用した指導・監督の適用を除外

既存のドライブレコーダー
への猶予期間を終了

Ｈ３１．１２Ｈ２９．１２Ｈ２８．１２

① 平成２９年１２月１日より、新車について、ドライブレコーダーの装着及び記録の保存を義務づける。
② 平成３１年１２月１日より、既販車についても①の内容を義務づける。
③ 平成２９年１２月１日において既に装着されているドライブレコーダーであって一定の要件を満たすものは、
平成３６年１１月３０日までの間、これを使用してもよい。

ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等 Ｈ２９．１２～
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○ 夜間・長距離の運行時に乗務途中点呼の実施を義務付け

・ 乗務途中点呼の実施が義務付けられる場合
・・・ 一運行の実車運行（※１）距離が100kmを超え、

夜間運行（※２）を行う場合
※１ 旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した

区間の運行（回送運行を除く）
※２ 実車運行の開始時刻又は終了時刻が午前２時～午前４時の間に

ある運行・当該時刻をまたぐ運行

・ 乗務途中点呼における確認事項
・・・ 疾病・疲労の状況等運転者の体調、

車両の状況、運行経路の状況 等

（１）－２ 貸切バス事業者、運行管理者の遵守事項の強化

○ 運行管理者資格者証の取得要件を試験合格に限定
（現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能）

運行管理者の資格要件の強化

実
務

試験
合格 資格者証

-----------
-----------
----------

最低

２人
最低

１人

H29.11.30まで
営業所

H29.12.1から
営業所

Ｈ２８．１２～

夜間・長距離運行時の
乗務途中点呼義務付け

○ 運行管理者の必要選任数の引上げ
・営業所ごとに最低２名、

２０両ごとに１名（１００両以上分については３０両ごとに１名）

例） 車両数 １～３９両の営業所 ・・・・・ ２名
車両数４０～５９両の営業所 ・・・・・ ３名 等

○ これまで座席ベルトの設置義務が除外されていた補助
座席について、座席ベルト及び座席ベルト取付装置の
備付けを義務付け

○ 補助座席の座席ベルト及び座席ベルト取付装置につい
て、一定の基準への適合を義務付け

補助席へのシートベルト
装着義務化

Ｈ２９．１１～

車両総重量１２ｔ超のバス ： 新 型 車 Ｈ２９．１１
継続生産車 Ｈ３０．１１

上記以外の自動車 ： 新 型 車 Ｈ３１．１１
継続生産車 Ｈ３３．１１

運行管理者の
必要選任数引上げ

Ｈ２９．１２～

Ｈ２８．１２～
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機
関
の
活
用

法
令
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守
状
況
を
確
認

通報

輸送の安全に関わる

緊急を要する
重大な法令違反

下記以外

未改善

未改善

車両使用不可命令）

直ちに

・輸送の安全確保命令等（指摘事項改善）
・全自動車の使用停止
・特別監査（改善確認）

改善

現行

未改善

新設

事
業
停
止

監
査
端
緒

＋

監
視
リ
ス
ト

車両使用不可命令）

・輸送の安全確保命令等
（指摘事項改善）

・一般監査（改善確認）

（２）－１ 一般監査の見直し

許
可
の
取
消

新設

早期に是正が
図られない場合
処分を加重

一
般
監
査
に
よ
り
違
反
行
為
を
確
認

≪

直
ち
に
是
正
を
指
示≫

改善
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法令違反の軽重は問わず

「総合的な対策」講ずべき事項
○一般監査において、輸送の安全に関わる重大な法令違反が確認された場合は、直ちに法令違反の是正を指示し、必要に応じ運行を中止させるとともに、速やか
に特別監査を実施する。
○一般監査において、輸送の安全に関わる重大な事項以外の法令違反が確認された場合は、直ちに法令違反の是正を指示し、30日以内に是正状況確認のため
の指摘事項確認監査（呼出）を実施する。
○複数回にわたり法令違反を是正・改善しない事業者を事業停止又は事業許可取消の対象とする。

（
許
可
の
取
消
、事
業
停
止
、

車
両
の
使
用
停
止
、警
告
）

３日間

３０日間

罰
則
（一
億
円
以
下
の
罰
金
（法
人
））

車両使用不可命令）

一般監査から３０日以内

指摘事項確認監査（呼出）

新たに追加

Ｈ２８．１２～



○ 稼働率（現状約50％）を考慮し、

使用停止車両割合を全車両の８割に設定
※車両停止は営業所毎に行う

例えば、処分100日車のとき

・・・営業所当たり配置車両数
5両の場合 ・・・・・ 車両停止 ４両 ✕25日
10両の場合 ・・・・ 車両停止 ８両 ✕12日＋端数４両✕１日
30両の場合 ・・・・ 車両停止 24両✕ ４日＋端数４両✕１日

・ ８割の端数については切り捨てとする。
・ 処分逃れ防止のため、監査時点又は処分時点のいずれか多い方の
車両数をベースとして算出

○ 違反の悪質性や事故の重大性等、個別の事情を総合的に勘案
して、許可取消、運行管理者資格者証の返納命令を行うこと
ができる

（２）－２ 行政処分量定の厳罰化

使用停止車両割合の引上げ

「総合的な対策」講ずべき事項
○行政処分により使用を停止させる車両数の割合を引き上げる。
○輸送の安全に特に関わる事項の違反を中心に処分量定を引き上げるとともに、処分量定の算出方法をより実効的なものにする。

○ 輸送の安全に関し特に重要な運行管理の３本柱
「点呼」、「過労」、「指導監督」違反の量定を引上げ

・ 悪質、重要事項（運賃・料金関係違反、記録類の改ざん、虚偽届出）
等の違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60日車（現行の1.5～６倍）

・ 輸送の安全に密接な事項（過労運転、健康診断未受診、点呼未実施）
等の違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40日車（現行の２～４倍）

・ 運転者に対する指導監督の違反 ・・・・・・ 40日車（現行の４倍）

・ 点呼の記録・保存に係る違反 ・・・・・・・・・ 40日車（現行の４倍） 等

○ 安全コスト削減につながり、安全を脅かすおそれがある
下限運賃割れによる運行の量定を引上げ

・ 運賃・料金届出違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60日車（現行の３倍）

○ 輸送の安全確保命令等 各種の命令違反 ・・・ 許可取消

輸送の安全に関わる処分量定の引上げ

1両✕100日間停止 4両✕25日間停止

（例） 配置車両数 5両 処分100日車

○ 繰り返し法令違反を是正しない事業者が許可取消処分となった場合

・・・勤務する運行管理者全員に資格者証返納命令 等

運行管理者に対する行政処分基準の強化
「一発取消し」の導入

Ｈ２８．１２～

Ｈ２８．７～

Ｈ２８．１２～
Ｈ２８．１２～
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（２）－３ 事業許可の更新制の導入

審査項目
新規許可時
（現在）

新規許可時
（見直し後）

許可更新時
（新設）

監査時
（現状・見直し後）

営業区域、営業所、事業用自動車、
車庫、休憩仮眠・睡眠施設

○ ○ ※ ○

運行管理者、整備管理者、
運転者

○ ○ ※ ○

資金計画（開業資金） ○ ○ ― ×

安全投資計画・収支見積書 × ○ ○ ×

法令遵守 ○ ○ ○ ○

損害賠償能力 ○ ○ ※ ○

（注）許可更新時の「※」は、「安全投資計画」及び「収支見積書」の審査に必要な部分を確認。

事業許可について５年ごとの更新制を導入し、不適格者を排除する。 Ｈ２９．４～

安全投資計画

○運転者、運行管理者、整備
管理者について （別添１）

○ 車両の新規取得・代替及び
整備について （別添２）

○ その他安全確保について
（別添３）

別添１

別添２

別添３

適切な単価を前提とした適切な
体制に関する計画

導入しようとする車両及びその
整備に関する計画

その他安全確保のために必要な
事項に関する計画
※ドラレコ・パソコン導入、適正化機関
への負担金納付等

収支見積書＜審査内容のイメージ＞
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【機密性２】

行政処分等

民間団体において監査の
補完として行う業務

国の監査において重点的に実施する業務

（３） 適正化機関の活用による監査の重点化

・監視対象事業者に
該当

国による改善
状況の確認

・監視対象事業者に
該当せず

監
査
・処
分
後
の
改
善
状
況
の
継
続
的
な
確
認

悪
質
事
業
者
の
通
報

○ 貸切バス事業者に対する
「巡回指導」の実施

（※）全国約4,500者のうち、国の監査
にて対応する事業者を除く

違反なし

○ 下記の事項に該当する事業者

・死亡事故、社会的影響の大きい事故
・悪質違反（酒気帯び、過労運転等）
・公安委員会、労働局等からの通報
・新規事業者

○民間団体から通報のあった事業者
（法令違反の疑い、改善の未実施等）

○ 重大事故に結びつく違反により、
継続的に監視すべき事業者

•過労運転に係る違反
•健康診断未実施
•運転者の指導・監督の未実施
•下限割れ運賃による運行
•法令違反の改善が継続されずに違反を
繰り返す事業者 等

運輸支局等による監査

是正指示

違反あり

違反の早期是正のための呼出監査 （３０日以内）

※特に悪質な場合

【適正化機関の考え方】

違法行為を行う事業者に対して指導等
を民間団体が自主的に行うことで、事
業者の遵法意識を高めるとともに、事
業者により関係法令が遵守されやすい
環境を創出し、バス事業に関する秩序
を確立すること。

○適正化機関の活用により、すべての貸切バス事業者をチェックし、これまで十分な監査ができなかった悪質事業者を洗い出す
ことで、悪質事業者に対して重点的に監査を行うことが可能となる。

Ｈ２９ 夏頃～

Ｈ２８．１２～
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【機密性２】

【軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の総合的な対策（平成２８年６月３日）抜粋】
貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策として、

①運送引受書の記載事項への運賃の上限・下限額の追加及び手数料等に関する取引書面の取り交わし

②国土交通省による通報窓口の設置

③専門家による手数料等のチェックや是正指導が可能となる体制の整備
等を実施。

１．貸切バスの運賃・料金及び手数料等に関する情報について、国土交通省に利用者等から通報の受付窓口を設置。通報内容から

運賃の下限割れの可能性があると判断した場合は、貸切バス事業者に対する調査等を実施。

２．旅行業界・バス業界共同で実務者、弁護士等専門家からなる第三者委員会（新設）に通報の受付窓口を設置。過大な手数料等に

より実質的に運賃が下限割れとなっていないかどうかについて判断し、実質的な下限割れとなっている場合は、関係行政庁に通

知。通知を受けた行政庁は、所管事業者に対する調査等を実施。

３．国土交通省と第三者委員会は、適宜連携して事務を行う。

（４）－１ 旅行業者との関係強化（運賃・料金の下限割れ防止対策）

国土交通省による通報窓口及び手数料等に関する第三者委員会の通報窓口

貸切バスツアー適正取引
推進委員会

9

Ｈ２８．１１～

Ｈ２８．８～

Ｈ２８．８～



【機密性２】

○ 貸切バス事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項（安全情報）について、国への報告を義務付ける。

○ 国は貸切バス事業者から報告のあった安全情報を整理して、ホームページ等で公表する。

（４）－２ 安全情報の国への報告義務付け（安全情報の「見える化」）

クリックすると当該旅行会社の販売サイトへ

国土交通省が公表する安全情報を活用

○ 国が公表した貸切バス事業者の安全情報は、旅行比較サイトなどにおいて活用していただく予定。
（参考）旅行比較サイトでの活用のイメージ

国が公表

国土交通省において、貸切バス事業者から
報告のあった安全情報を整理して、ホーム
ページ等で公表

Ｈ２８．１２～ 公表
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【機密性２】
（５） ハード面の安全対策による事故防止の促進

○ ドライバーが安全に運転できない状態に陥った場合にドライバーの異常を自動検知し又は乗
員や乗客が非常停止ボタンを押すことにより、車両を自動的に停止させる「ドライバー異常時対

応システム」について、実用化を促進するため、基本設計等に関するガイドラインを策定。

ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進 Ｈ２８．３ ガイドライン策定

ブレーキランプ点灯

ハザードランプ点滅

乗客へシステム作動を報知

周囲に異常が
起きていること
を報知

減速停止等

異常検知

●運転手、乗客がボタンを押す
●システムが自動検知

自動制御

○ 車両横転時の車内空間の確保に関する国連の基準を採
用し、平成３０年１０月以降に製造される新型の大型高速バ
スに対し、同基準への適合を義務付け。

車体構造の強化 デジタル式運行記録計等の導入支援 Ｈ２８．７～９
補助事業実施

デジタル式運行記録計
で速度、距離等を記録

専用ソフトによる精
緻な分析、運行傾
向等を評価

○ デジタル式運行記録計から取得したデータを活用して、運行管理者が運転
者への安全指導を行うこと等により、安全性向上が図られることから、機器の

普及促進を目的として支援を実施。

○ バスの利用者自らが乗車する大型高速バ
スに搭載された先進安全技術を把握できる
ようにするため、車体にASV搭載状況を表

示するためのガイドラインを策定。

Ｈ２８．１２
ガイドライン策定

車体へのＡＳＶ
搭載状況表示

ASV搭載状況の車体表示

Ｈ３０．１０～
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